
  

一 

令和 5 年 8 月 8 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８６１号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

六
件

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

そ
の
他 

○ 

千
葉
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
要
旨 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
十
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害
物

質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染

の
除
去

当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

印
西
市
大
塚
二
丁
目
四
番
一
の
一
部

四
番
二
の
一
部
及
び
四
番
三
の
一
部

別

図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

ふ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で

千
葉
県
商

工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ス
ト
コ
ホ

ル
セ

ル
木
更
津
倉
庫
店 

 
 

 

木
更
津
都
市
計
画
事
業
金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
二
街
区
一
画
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

コ
ス
ト
コ
ホ

ル
セ

ル
ジ

パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
・
テ
リ
オ 

 
 

 

木
更
津
市
瓜
倉
三
六
一
番
地

金
田
西
二
街
区
二
画
地

 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所 

 
 

 

木
更
津
市
瓜
倉
三
六
一
番
地

金
田
西
二
街
区
二
画
地

 
 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

コ
ス
ト
コ
ホ

ル
セ

ル
ジ

パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
・
テ
リ
オ 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

コ
ス
ト
コ
ホ

ル
セ

ル
ジ

パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
・
テ
リ
オ 

 
 

 

木
更
津
市
瓜
倉
三
六
一
番
地

金
田
西
二
街
区
二
画
地

 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
八
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
五
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
木
更
津
市
経
済
部
産
業
振
興
課 

  
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で

千
葉
県
商

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

8 

月

8

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

志
津
シ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ

 

 
 

 

佐
倉
市
西
志
津
四
丁
目
一
番
地
二 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

小
林
昭
次 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
三
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
佐
倉
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で

千
葉
県
商

工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
市
原
更
級 

 
 

 

市
原
市
更
級
四
丁
目
二
番
地
一 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

芙
蓉
総
合
リ

ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

織
田
寛
明 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

芙
蓉
総
合
リ

ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 


田
泰
徳 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

芙
蓉
総
合
リ

ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

織
田
寛
明 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ニ
ト
リ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

白
井
俊
之
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ニ
ト
リ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

白
井
俊
之
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
四
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
一
月
二
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
原
市
経
済
部
商
工
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で

千
葉
県
商

工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

シ

パ

ズ
プ
ラ
ザ
イ
オ
ン
新
浦
安
店 

 
 

 
浦
安
市
入
船
一
丁
目
四
六
番
地
一
八
ほ
か 

 

２ 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

大
山
一
也
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

常
陰
均
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 



  

三 
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三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

大
山
一
也
ほ
か 

 
５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
イ
オ
ン
リ
テ

ル
ス
ト
ア
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

岡
崎
双
一
ほ
か 

 
 

 
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ

ル
ス
ト
ア
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美
ほ
か 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
三
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
月
四
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
浦
安
市
市
民
経
済
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で

千
葉
県
商

工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ト
レ
新
浦
安 

 
 

 

浦
安
市
入
船
一
丁
目
四
八
番
地
三
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

深
澤
祐
二 

 
 

 

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
有
隣
堂 

代
表
取
締
役 

松
信
健
太
郎
ほ
か 

 
 

 

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
伊
勢
佐
木
町
一
丁
目
四
番
地
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
有
隣
堂 

代
表
取
締
役 

松
信
健
太
郎
ほ
か 

 
 

 

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
伊
勢
佐
木
町
一
丁
目
四
番
地
一
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
五
月
二
十
六
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
浦
安
市
市
民
経
済
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で

千
葉
県
商

工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

も
ね
の
里
シ

ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

四
街
道
市
も
ね
の
里
二
丁
目
一
八
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

小
林
昭
次 

 
４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ

ル
デ

ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 

５ 
変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
三
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
四
街
道
市
環
境
経
済
部
産
業
振
興
課 

 

（一） 

 

（二） 



 
 

 

四 
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特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

                               

 
 

 
 

                                   

 
 

 
入

札
公

告
 

 
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

８
月

８
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

冨
 

塚
 

 
昌

 
子

 
 

 

１
 

入
札

に
付

す
る

事
項

 

（
１

）
購

入
等

件
名

及
び

数
量

 
千

葉
県

公
立

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
採

点
シ

ス
テ

ム
装

置
等

賃
貸

借
 

一
式

 

（
２

）
調

達
案

件
の

仕
様

等
 

入
札

説
明

書
及

び
仕

様
書

に
よ

る
。

 

（
３

）
履

行
期

間
 

契
約

締
結

の
日

か
ら

令
和

１
０

年
１

１
月

３
０

日
ま

で
（

賃
貸

借
期

間
は

令
和

５
年

１
２

月
１

日
か

ら
令

和
１

０
年

１
１

月
３

０
日

ま
で

と
し

、
そ

の
前

の
期

間
は

導
入

の
期

間
と

す

る
。

）
 

（
４

）
履

行
場

所
 

千
葉

県
教

育
委

員
会

教
育

長
が

指
定

す
る

場
所

 

（
５

）
入

札
方

法
 

落
札

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
当

該
金

額
の

１
０

パ
ー

セ
ン

ト
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た

金
額

（
当

該
金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

も
っ

て
落

札
価

格
と

す
る

の
で

、
入

札
者

は
、

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

１
１

０
分

の
１

０
０

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

（
６

）
電

子
入

札
の

利
用

 
こ

の
案

件
は

、
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
で

行
う

。
た

だ
し

、
電

子
入

札
に

よ
り

難
い

者
は

、
紙

入
札

方
式

参
加

届
出

書
を

提
出

し
、

紙
入

札
方

式
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

（
１

）
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２

）
物

品
等

入
札

参
加

業
者

適
格

者
名

簿
に

登
載

さ
れ

て
い

る
者

の
う

ち
、

物
品

に
お

い
て

Ａ
の

等
級

に
格

付
け

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

 

（
３

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
く

入
札

参
加

資
格

の
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
千

葉
県

物
品

等
指

名
競

争
入

札
参

加
者

指
名

停
止

等
基

準
（

昭
和

５
７

年
１

２
月

１
日

制
定

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
及

び
物

品
調

達
等

の
契

約
に

係
る

暴
力

団
等

排
除

措
置

要
領

に
基

づ
く

入
札

参
加

除
外

措
置

を
受

け
て

い
る

日
が

含
ま

れ
な

い
こ

と
。

 

（
５

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

場
合

は
、

電
子

認
証

（
Ｉ

Ｃ
カ

ー
ド

）
を

取
得

し
て

い
る

こ
と

。
 

（
６

）
調

達
案

件
に

係
る

迅
速

な
ア

フ
タ

ー
サ

ー
ビ

ス
及

び
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
の

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
証

明
し

た
者

で
あ

る
こ

と
。

 

 

３
 

入
札

書
の

提
出

場
所

等
 

（
１

）
入

札
書

の
提

出
場

所
、

契
約

条
項

を
示

す
場

所
、

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

問
合

せ
先

 
〒

２
６

０
－

８
６

６
２

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
千

葉
県

教
育

庁
教

育
振

興
部

学
習

指
導

課
高

等
学

校
指

導
室

 
電

話
０

４
３

（
２

２
３

）
４

０
５

７
 

（
２

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
 

ち
ば

電
子

調
達

シ
ス

テ
ム

 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
h
i
b
a
-
e
p
-
 

 
 

b
i
s
.
s
u
p
e
r
c
a
l
s
.
j
p
/
p
o
r
t
a
l
P
u
b
l
i
c
/
 

（
３

）
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間
 

令
和

５
年

８
月

８
日

か
ら

９
月

５
日

ま
で

（
千

葉
県

の
休

日
に

関
す

る
条

例
（

平
成

元
年

千
葉

県
条

例
第

１
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

（
４

）
入

札
書

の
提

出
期

限
 

 
 

ア
 

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
場

合
の

提
出

期
限

 
令

和
５

年
９

月
２

０
日

午
後

５
時

 

 
 

イ
 

紙
入

札
方

式
に

よ
る

場
合

の
提

出
期

限
 

令
和

５
年

９
月

２
０

日
午

後
５

時
 

（
５

）
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 
令

和
５

年
９

月
２

１
日

午
前

１
０

時
 

千
葉

県
庁

中
庁

舎
８

階
学

習
指

導
課

 

４
 

そ
の

他
 

（
１

）
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
 

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

 

（
２

）
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
 

 
 

ア
 

入
札

保
証

金
 

免
除

 

 
 

イ
 

契
約

保
証

金
 

千
葉

県
財

務
規

則
（

昭
和

３
９

年
千

葉
県

規
則

第
１

３
号

の
２

。
以

下
「

財
務

規
則

」
と

い
う

。
）

第
９

９
条

の
規

定
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
３

）
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

 
入

札
者

は
、

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

か
ら

（
４

）
に

よ
り

提
出

し
た

申
請

書
等

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
４

）
入

札
参

加
資

格
の

確
認

 

 
 

ア
 

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

別
に

指
定

す
る

デ
ー

タ
を

次
に

よ
り

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

の
Ｕ

Ｒ
Ｌ

に
提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な

資
格

の
確

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

お
、

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

の
確

認

を
受

け
て

い
な

い
者

は
、

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

（
ア

）
提

出
期

限
 

令
和

５
年

９
月

５
日

午
後

５
時

 

 
 

（
イ

）
提

出
先

 
３

（
２

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
に

同
じ

。
 

 
 

イ
 

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
紙

入
札

方
式

に
よ

る
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
３

（
１

）
に

示
す

場
所

に
お

い
て

別
に

配
布

す
る

一
般

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
及

び
関

係
資

料
を

次
に

よ
り

提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
入

札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

の
確

認
を

受
け

て
い

な
い

者
は

、
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

（
ア

）
提

出
期

限
 

令
和

５
年

９
月

５
日

午
後

５
時
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（
イ

）
提

出
場

所
 

３
（

１
）

に
示

す
場

所
 

（
５

）
入

札
の

無
効

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

提
出

し
た

入
札

書
、

入
札

者
に

求
め

ら
れ

た
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
提

出
し

た
入

札
書

そ
の

他
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

入
札

書
は

、
無

効
と

す
る

。
 

（
６

）
契

約
書

の
作

成
の

要
否

 
要

 

（
７

）
落

札
者

の
決

定
方

法
 

こ
の

公
告

に
示

し
た

物
品

を
納

入
で

き
る

と
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

が
判

断
し

た
入

札
者

で
あ

っ
て

、
財

務
規

則
第

１
０

９
条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入
札

を
行

っ
た

も
の

を
落

札
者

と
す

る
。

 

（
８

）
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
に

お
け

る
入

札
参

加
資

格
の

取
消

し
 

落
札

者
が

こ
の

公
告

に
係

る
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
は

、
入

札
条

件
の

誤
認

や
入

札
金

額
の

錯
誤

等
を

認
め

た
と

き
で

あ
っ

て

も
、

３
年

以
内

の
期

間
を

定
め

て
、

入
札

参
加

資
格

を
取

り
消

す
こ

と
が

あ
る

。
 

（
９

）
契

約
の

変
更

又
は

解
除

 
こ

の
公

告
に

係
る

契
約

は
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

３
４

条
の

３
の

規
定

に
よ

る
長

期
継

続
契

約
で

あ
る

た
め

、
こ

の
契

約
を

締
結

し
た

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
以

降
の

歳
入

歳
出

予
算

に
お

い
て

こ
の

契
約

に
係

る
経

費
の

減
額

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

は
、

こ
の

契
約

を
変

更
し

、
又

は
解

除
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

（
１

０
）

そ
の

他
 

詳
細

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
 

５
 

S
u
m
m
a
r
y
 

（
１

）
N
a
t
u
r
e
 a
n
d
 q
u
a
n
t
i
t
y
 o
f
 t
h
e
 p
r
o
d
u
c
t
s
 t
o
 b
e
 p
r
o
c
u
r
e
d
:
 S
c
o
r
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
 E
q
u
i
p
m
e
n
t
 

 
 

f
o
r
 
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 
H
i
g
h
 
S
c
h
o
o
l
 
E
n
t
r
a
n
c
e
 
E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
(
1
s
e
t
)
 
(
R
e
n
t
a
l
)
 

（
２

）
T
i
m
e
 
l
i
m
i
t
 
f
o
r
 
t
e
n
d
e
r
:
 
5
:
0
0
 
P
.
M
.
,
2
0
 
S
e
p
t
e
m
b
e
r
,
2
0
2
3
 

（
３

）
C
o
n
t
a
c
t
 p

o
i
n
t
 f

o
r
 t

h
e
 n

o
t
i
c
e
:
 E

d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 S

u
p
e
r
v
i
s
o
r
s
 D

i
v
i
s
i
o
n
,
 E

d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 

 
 

P
r
o
m
o
t
i
o
n
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
,
 
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 
B
o
a
r
d
 
o
f
 
E
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 
1
-
1
 
I
c
h
i
b
a
-
c
h
o
,
 

 
 

C
h
u
o
-
k
u
,
 
C
h
i
b
a
-
s
h
i
,
 
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,
 
2
6
0
-
8
6
6
2
 
J
a
p
a
n
 
T
E
L
 
0
4
3
-
2
2
3
-
4
0
5
7
 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

８
月

８
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

１
 

入
札

に
付

す
る

事
項

 

（
１

）
購

入
等

件
名

及
び

数
量

 
よ

う
撃

捜
査

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
撮

像
記

録
シ

ス
テ

ム
賃

貸
借

 
一

式
 

（
２

）
調

達
案

件
の

仕
様

等
 

入
札

説
明

書
及

び
仕

様
書

に
よ

る
。

 

（
３

）
履

行
期

間
 

令
和

６
年

３
月

１
日

か
ら

令
和

１
１

年
２

月
２

８
日

ま
で

 

（
４

）
履

行
場

所
 

千
葉

県
知

事
が

指
定

す
る

場
所

 

（
５

）
入

札
方

法
 

落
札

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
当

該
金

額
の

１
０

パ
ー

セ
ン

ト
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た

金
額

（
当

該
金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

も
っ

て
落

札
価

格
と

す
る

の
で

、
入

札
者

は
、

消
費

 

 

 
 

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

１
１

０
分

の
１

０
０

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

（
６

）
電

子
入

札
の

利
用

 
こ

の
案

件
は

、
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
で

行
う

。
た

だ
し

、
電

子
入

札
に

よ
り

難
い

者
は

、
紙

入
札

方
式

参
加

届
出

書
を

提
出

し
、

紙
入

札
方

式
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

（
１

）
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２

）
物

品
等

入
札

参
加

業
者

適
格

者
名

簿
に

登
載

さ
れ

て
い

る
者

の
う

ち
、

物
品

に
お

い
て

Ａ
の

等
級

に
格

付
け

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

 

（
３

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
く

入
札

参
加

資
格

の
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
千

葉
県

物
品

等
指

名
競

争
入

札
参

加
者

指
名

停
止

等
基

準
（

昭
和

５
７

年
１

２
月

１
日

制
定

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
及

び
物

品
調

達
等

の
契

約
に

係
る

暴
力

団
等

排
除

措
置

要
領

に
基

づ
く

入
札

参
加

除
外

措
置

を
受

け
て

い
る

日
が

含
ま

れ
な

い
こ

と
。

 

（
５

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

場
合

は
、

電
子

認
証

（
Ｉ

Ｃ
カ

ー
ド

）
を

取
得

し
て

い
る

こ
と

。
 

（
６

）
仕

様
書

に
示

す
条

件
に

適
合

す
る

機
器

等
を

納
入

で
き

る
こ

と
を

証
明

し
た

者
で

あ
る

こ
と

。
 

３
 

入
札

書
の

提
出

場
所

等
 

（
１

）
入

札
書

の
提

出
場

所
、

契
約

条
項

を
示

す
場

所
、

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

問
合

せ
先

 
〒

２
６

０
－

８
６

６
８

 
千

葉
市

中
央

区
長

洲
一

丁
目

９
番

１
号

 
千

葉
県

警
察

本
部

総
務

部
会

計
課

調
度

契
約

第
三

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 
 

（
２

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
 

ち
ば

電
子

調
達

シ
ス

テ
ム

 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
h
i
b
a
-
e
p
-
 

 
 

b
i
s
.
s
u
p
e
r
c
a
l
s
.
j
p
/
p
o
r
t
a
l
P
u
b
l
i
c
/
 

（
３

）
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間
 

令
和

５
年

８
月

８
日

か
ら

９
月

１
日

ま
で

（
千

葉
県

の
休

日
に

関
す

る
条

例
（

平
成

元
年

千
葉

県
条

例
第

１
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

（
４

）
入

札
書

の
提

出
期

限
 

 
 

ア
 

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
場

合
の

提
出

期
限

 
令

和
５

年
９

月
２

０
日

午
後

５
時

 

 
 

イ
 

紙
入

札
方

式
に

よ
る

場
合

の
提

出
期

限
 

令
和

５
年

９
月

２
０

日
午

後
５

時
 

（
５

）
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 
令

和
５

年
９

月
２

１
日

午
前

９
時

３
０

分
 

千
葉

県
警

察
本

部
５

階
入

札
室

 

４
 

そ
の

他
 

（
１

）
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
 

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

 

（
２

）
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
 

 
 

ア
 

入
札

保
証

金
 

免
除

 

 
 

イ
 

契
約

保
証

金
 

千
葉

県
財

務
規

則
（

昭
和

３
９

年
千

葉
県

規
則

第
１

３
号

の
２

。
以

下
「

財
務

規
則

」
と

い
う

。
）

第
９

９
条

の
規

定
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
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そ

の

他 

 
 

 

千
葉
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
要
旨 

 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
決
算
の
要
旨
は

次
の
と
お
り
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長 

 

岩 

田 
 

利 

雄 
 

 

    

（
３

）
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

 
入

札
者

は
、

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
千

葉
県

知
事

か
ら

（
４

）
に

よ
り

提
出

し
た

申
請

書
等

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
４

）
入

札
参

加
資

格
の

確
認

 

 
 

ア
 

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

別
に

指
定

す
る

デ
ー

タ
を

次
に

よ
り

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

の
Ｕ

Ｒ
Ｌ

に
提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な

資
格

の
確

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

お
、

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

の
確

認

を
受

け
て

い
な

い
者

は
、

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

（
ア

）
提

出
期

限
 

令
和

５
年

９
月

１
日

午
後

５
時

 

 
 

（
イ

）
提

出
先

 
３

（
２

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
に

同
じ

。
 

 
 

イ
 

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
紙

入
札

方
式

に
よ

る
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
３

（
１

）
に

示
す

場
所

に
お

い
て

別
に

配
布

す
る

一
般

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
及

び
関

係
資

料
を

次
に

よ
り

提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
入

札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

の
確

認
を

受
け

て
い

な
い

者
は

、
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

（
ア

）
提

出
期

限
 

令
和

５
年

９
月

１
日

午
後

５
時

 

 
 

（
イ

）
提

出
場

所
 

３
（

１
）

に
示

す
場

所
 

（
５

）
入

札
の

無
効

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

提
出

し
た

入
札

書
、

入
札

者
に

求
め

ら
れ

た
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
提

出
し

た
入

札
書

そ
の

他
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

入
札

書
は

、
無

効
と

す
る

。
 

（
６

）
契

約
書

の
作

成
の

要
否

 
要

 

（
７

）
落

札
者

の
決

定
方

法
 

こ
の

公
告

に
示

し
た

業
務

を
履

行
で

き
る

と
千

葉
県

知
事

が
判

断
し

た
入

札
者

で
あ

っ
て

、
財

務
規

則
第

１
０

９
条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入
札

を
行

っ
た

も
の

を
落

札
者

と
す

る
。

 

（
８

）
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
に

お
け

る
入

札
参

加
資

格
の

取
消

し
 

落
札

者
が

こ
の

公
告

に
係

る
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
は

、
入

札
条

件
の

誤
認

や
入

札
金

額
の

錯
誤

等
を

認
め

た
と

き
で

あ
っ

て

も
、

３
年

以
内

の
期

間
を

定
め

て
、

入
札

参
加

資
格

を
取

り
消

す
こ

と
が

あ
る

。
 

（
９

）
契

約
の

変
更

又
は

解
除

 
こ

の
公

告
に

係
る

契
約

は
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

３
４

条
の

３
の

規
定

に
よ

る
長

期
継

続
契

約
で

あ
る

た
め

、
こ

の
契

約
を

締
結

し
た

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
以

降
の

歳
入

歳
出

予
算

に
お

い
て

こ
の

契
約

に
係

る
経

費
の

減
額

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

は
、

こ
の

契
約

を
変

更
し

、
又

は
解

除
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

（
１

０
）

そ
の

他
 

詳
細

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
 

５
 

S
u
m
m
a
r
y
 

（
１

）
N
a
t
u
r
e
 
a
n
d
 
q
u
a
n
t
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 p

r
o
d
u
c
t
s
 t

o
 b

e
 p

r
o
c
u
r
e
d
:
 A

 
L
e
a
s
e
 C

o
n
t
r
a
c
t
 
o
f
 
N
e
t
-
 

 
 

w
o
r
k
 
V
i
d
e
o
 
R
e
c
o
r
d
i
n
g
 
S
y
s
t
e
m
 
f
o
r
 
A
m
b
u
s
h
 
O
p
e
r
a
t
i
o
n
 

（
２

）
T
i
m
e
 
l
i
m
i
t
 
f
o
r
 
t
e
n
d
e
r
:
 
5
:
0
0
 
p
.
m
.
,
 
2
0
 
S
e
p
t
e
m
b
e
r
,
2
0
2
3
 

 

（
３

）
C
o
n
t
a
c
t
 p

o
i
n
t
 f

o
r
 t

h
e
 n

o
t
i
c
e
:
 F

i
n
a
n
c
e
 D

i
v
i
s
i
o
n
,
 G

e
n
e
r
a
l
 A

f
f
a
i
r
s
 D

e
p
a
r
t
m
e
n
t
,
 

 
 

C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 
P
o
l
i
c
e
 
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s
,
 
1
-
9
-
1
 
N
a
g
a
z
u
,
C
h
u
o
-
k
u
,
C
h
i
b
a
-
s
h
i
,
C
h
i
b
a
 

 
 

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,
2
6
0
-
8
6
6
8
 
J
a
p
a
n
 
T
E
L
 
0
4
3
-
2
0
1
-
0
1
1
0
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

８
月

８
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

男
性

警
察

官
用

防
寒

服
I
種

上
衣

ほ
か

１
６

品
目

 
予

定
数

量
 

男
性

警
察

官
用

防
寒

服
Ⅰ

種
上

衣

２
１

６
着

 
男

性
警

察
官

用
防

寒
服

Ⅱ
種

上
衣

６
５

３
着

 
男

性
警

察
官

用
防

寒
服

Ⅱ
種

下
衣

５
８

６
着

 
男

性
警

察
官

用
防

寒
服

Ⅱ
種

下
衣

（
ベ

ル
ト

通
し

付
き

）
２

２
着

 
男

性
警

察
官

用
雨

衣
Ⅰ

種
上

衣

１
，

１
８

８
着

 
男

性
警

察
官

用
雨

衣
Ⅰ

種
下

衣
１

，
１

８
８

着
 

男
性

警
察

官
用

校
内

服
３

６
２

着
 

男
性

警
察

官
用

校
内

服
帽

子
３

６
２

個
 

女
性

警
察

官
用

防
寒

服
Ⅰ

種
上

衣
２

１
着

 
女

性
警

察
官

用
防

寒
服

Ⅱ
種

上
衣

１
１

０
着

 
女

性
警

察
官

用
防

寒
服

Ⅱ
種

下
衣

１
０

９
着

 
女

性
警

察
官

用
防

寒
服

Ⅱ
種

下
衣

（
ベ

ル
ト

通
し

付
き

）
３

着
 

女
性

警
察

官
用

雨
衣

Ⅰ
種

上
衣

１
４

２
着

 
女

性
警

察
官

用
雨

衣
Ⅰ

種
下

衣
１

５
０

着
 

女
性

警
察

官
用

雨
衣

Ⅱ
種

上
衣

９
着

 
女

性
警

察
官

用
校

内
服

８
０

着
 

女
性

警
察

官
用

校
内

服
帽

子
８

０
個

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
令

和
５

年
７

月
４

日
 

④
株

式
会

社
サ

カ
ヱ

商
店

 
千

葉
市

中
央

区
長

洲
一

丁
目

１
０

番
４

号
 

⑤
６

７
，

８
９

９
，

３
３

７
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

５
月

１
９

日
 



  

七 

令和 5 年 8 月 8 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８６１号 
          

1　損益計算書の要旨 （単位：千円）

短 期
厚 生 年 金
保 険

退 職 等
年 金

経 過 的
長 期

退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理

業 務 保 健 保 健 第 ２ 保 健 第 ３ 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資 財 形

33,265,336 81,561,443 5,211,976 354,180 - - 620,510 1,656,932 - - - - - - -

4,176,925 - - - - - - - - - - - - - -

収 - - - - - - - - 90,614 11,591 1,060,664 - - 573,013 -

63 - - - - - 250,484 1,265 - - - - 446 - -

- - - - - - - - - - - - 77,231 - -

21,405 - - - 55,719 - 20,897 6,637 13,742 4,144 59,517 7,361,649 1 0 -

入 - - - - - - - - - 24,000 187,265 - - - -

2,775,130 - - - - - 109 5 318 - 119,778 702,225 13 31,648 210

2,367,478 - - - - - - - - - - - - - -

42,606,337 81,561,443 5,211,976 354,180 55,719 0 892,000 1,664,839 104,674 39,735 1,427,224 8,063,874 77,691 604,661 210

18,178,376 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 281,474 26,887 - - 96,633 33,308 12,993 3,455 -

- - - - - - 48,096 2,150 1,254 922 8,101 3,321 1,410 821 -

- - - - - - 453 1,229,026 - - 1,759 47 20 14 -

- - - - - - - 57,695 - - - - - - -

- - - - - - - - 1,504 - 3,171 - - 573,013 -

支 - - - - - - - - 1,366 - 126,681 - - - -

- - - - - - 63,574 4,521 76,947 7,776 683,601 5,176 2,810 165 -

- - - - - - 35,437 4,106 5,830 5,540 142,848 6,859 5,268 3,211 -

6,763,881 - - - - - - - - - - - - - -

7,970,543 - - - - - - - - - - - - - -

20 - - - - - - - - - - - - - -

223 - - - - - - - - - - - - - -

4,184,518 - - - - - - - - - - - - - -

488,918 - - - - - - - - - - - - - -

1,837,078 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 31,350 10,059 - - - - - - -

- 49,820,022 2,606,001 354,180 - - - - - - - - - - -

出 - - 2,605,975 - - - - - - - - - - - -

- 31,741,421 - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 275,249 - - - - - - - -

- - - - - - 10,118 - 21,874 13,979 172,251 - - - -

- - - - 55,719 - - - - - - 6,556,084 37,641 18,076 210

- - - - - - - 211,265 - - - - - - -

215,928 - - - - - 221,926 121,989 39,133 8,248 391,294 29,538 32,709 8,307 -

2,698,439 - - - - - - - - - - - - - -

42,337,924 81,561,443 5,211,976 354,180 55,719 0 967,677 1,667,698 147,908 36,465 1,626,339 6,634,333 92,851 607,062 210

268,413 0 0 0 0 0 △ 75,677 △ 2,859 △ 43,234 3,270 △ 199,115 1,429,541 △ 15,160 △ 2,401 0

（単位：千円）

短 期
厚 生 年 金
保 険

退 職 等
年 金

経 過 的
長 期

退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理

業 務 保 健 保 健 第 ２ 保 健 第 ３ 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資 財 形

6,472,560 4,986,644 331,987 2,511 314,686 - 1,195,214 2,212,221 742,953 429,506 3,049,447 28,441,013 116,635 2,054,021 7

- - - - 5,130,204 - 15,722 6,368 723,130 303,454 6,025,325 394,940,078 5,874,810 - 31,728

- - - - - - 164,778 29,083 - - 341 17,705 10,895 2,725 -

6,472,560 4,986,644 331,987 2,511 5,444,890 0 1,375,714 2,247,672 1,466,083 732,960 9,075,113 423,398,796 6,002,340 2,056,746 31,735

182,063 4,986,644 331,987 2,511 - - 34,232 204,465 5,585 1,332 284,901 361,915,319 251 70,756 -

2,698,439 - - - 5,444,890 - 225,131 15,793 - - 461,580 54,721 3,492,068 1,759,897 31,728

2,880,502 4,986,644 331,987 2,511 5,444,890 0 259,363 220,258 5,585 1,332 746,481 361,970,040 3,492,319 1,830,653 31,728

- - - - - - - - 1,147,738 655,000 6,305,581 - - - -

3,611,437 - - - - - 1,116,351 2,027,414 312,760 76,628 2,023,051 61,428,756 2,510,021 226,093 7

19,379 - - - - - - - - - - - - - -

3,592,058 0 0 0 0 0 1,116,351 2,027,414 1,460,498 731,628 8,328,632 61,428,756 2,510,021 226,093 7

6,472,560 4,986,644 331,987 2,511 5,444,890 0 1,375,714 2,247,672 1,466,083 732,960 9,075,113 423,398,796 6,002,340 2,056,746 31,735

2　貸借対照表の要旨

負 債 ・ 純 資 産 合 計

資 産 合 計

負
債

流動負債

固定負債

負 債 合 計

純
資
産

資本剰余金

利益剰余金

欠損金（介護）

純 資 産 合 計

経 理 区 分

資
産

流動資産

固定資産

繰延資産

他経理へ繰入

その他の支出

次年度繰越支払準備金

計

差 引 当 期 利 益 金 又 は
当 期 損 失 金 ( △ )

支払利息

退職者給付拠出金

介護納付金

連合会払込金

連合会拠出金

連合会分担金

負担金払込金

掛金払込金

組合員保険料払込金

事務費負担金払込金

減価償却費

病床転換支援金

給付

役職員給与

旅費・事務費

厚生費

特定健康診査等費

商品仕入

飲食材料費

委託費

委託管理費

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

計

令和４年度決算の要旨

経 理 区 分

負担金・掛金・
組合員保険料

介護負担金・介護掛金

施設収入・商品売上

連合会交付金

組合員貸付利息

利息及び配当金

他経理より繰入

その他の収入

前年度繰越支払準備金
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